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(57)【要約】
　ふるいパネル用の固定構造（１０）は、両側に側端部
／側面（４、７）を有する少なくとも一つのふるいパネ
ル（１１）を備える。パネルはアダプタバー（１）に固
定されるように適合され、バー（１）はふるいデッキフ
レームに取り付けられるように適合される。このバー（
１）は、前記ふるいデッキフレーム上を水平に、かつ、
一対の前記ふるいパネル（１１）の側端部領域の間で延
在し、前記アダプタバーは、その頂面（２１）において
固定溝部（５）の形状をなす少なくとも一つのメス部を
有し、前記溝部（５）は、前記ふるいパネルの底部を固
定的に受承してスナップフィットするように前記ふるい
パネルの底部の外側輪郭に正確に一致する内側輪郭を有
し、前記アダプタバー（１）は、適切な固定手段により
ふるいデッキフレームの一部に固定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側に側端部／側面（４、７）を有する少なくとも一つのふるいパネル（１１）を備え
、前記パネルはアダプタバー（１）に固定されるように適合され、前記バー（１）はふる
いデッキフレームに取り付けられるように適合され、前記バー（１）は、前記ふるいデッ
キフレームの上を水平に、かつ、一対の前記ふるいパネル（１１）の側端部領域の間で延
在し、前記アダプタバーは、その頂面（２１）に固定溝部（５）の形状をなす少なくとも
一つのメス部を有し、前記溝部（５）は、前記ふるいパネルの底部を固定的に受承してス
ナップフィットするように、前記ふるいパネルの底部の外側輪郭に正確に一致する内側輪
郭を有し、前記アダプタバー（１）は、適切な固定手段により前記ふるいデッキフレーム
の一部（２）に固定されることを特徴とするふるいパネル用の固定構造（１０）。
【請求項２】
　前記ふるいパネル（１１）の片側にある一側面（７）は、オスインサート（７）を構成
し、当該オスインサート（７）の底部（３）はオスインサート部であり、前記オスインサ
ート部（３）は、その両側に対称的に配置される拡大湾曲部（１２、１３）と、その上に
あるネック部（３２、３３）と、前記拡大湾曲部（１２）のすぐ下にある傾斜部（３４、
３５）と、平坦底部（３７）とで構成される輪郭を有することを特徴とする請求項１に記
載の固定構造。
【請求項３】
　前記固定溝部（５）の輪郭は、その両側面に対称的に配置される垂直ネック部（２５、
２６）と、当該ネック部（２５、２６）のすぐ下にある湾曲面（１９、２０）と、当該湾
曲面（１９、２９）のすぐ下にある傾斜面（３０、３１）と、平坦底部（３６）とを備え
ることを特徴とする請求項１に記載の固定構造（１０）。
【請求項４】
　前記底部（３）は、前記傾斜部（３４、３５）を有する台形の外面輪郭を有することを
特徴とする請求項２に記載の固定構造（１０）。
【請求項５】
　前記オスインサート（７）の前記ネック部（３２、３３）は、前記固定溝部（５）の対
応するネック部（２５、２６）に一致するように適合され、前記固定溝部（５）の前記湾
曲部（１９、２０）は、前記オスインサート部（３）の対応する拡大湾曲部（１２、１３
）に一致するように適合されることを特徴とする請求項２及び３に記載の固定構造。
【請求項６】
　前記固定溝部（５）の前記傾斜面（３０、３１）は、前記インサート部（３）の対応す
る傾斜面（３４、３５）に一致するように適合されることを特徴とする請求項２、３、５
に記載の固定構造。
【請求項７】
　前記固定溝部（５）の前記平坦底部（３６）が前記オスインサート部（３）の対応する
平坦底部（３７）に一致し、それにより前記ふるいパネル（１１）が前記アダプタバー（
１）にスナップフィットすることを特徴とする請求項２、３、５、６に記載の固定構造（
１０）。
【請求項８】
　前記アダプタバー（１）の前記頂面（２１）には複数のボルト穴（１５）も設けられ、
前記固定溝部は、前記ボルト穴（１５）の中間において前記頂面（２１）に沿って延在し
、
　前記バー（１）は、前記ふるいデッキ用のアングル支持梁部（２）に対し、前記穴（１
５）と前記梁部（２）の貫通穴（１６）を挿通するボルト締めによって固定されることを
特徴とする請求項１～７に記載の固定構造。
【請求項９】
　前記ふるいパネル（１１）は、当該パネルの全長にわたって延在するとともに開口（６
）を有するふるい面を有し、前記アダプタバーは、前記ふるい面の下方に配置される寸法
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に形成されることを特徴とする請求項１～８に記載の固定構造（１０）。
【請求項１０】
　請求項９に記載される固定構造（１０）によってふるいデッキフレーム（２）に着脱可
能に固定され、互いに隣接して並べられることで平坦なベッドを形成する複数のふるいパ
ネル（１１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して採鉱業でのふるいパネルの固定に関し、特にふるいパネルを固定する
ために適合された改良スナップロックふるいパネル機構に関し、さらにスナップフィット
タイプ固定構造とスナップフィット固定によって鉱石ふるい機に固定される対応するふる
いパネルとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、振動型及び他の分離用の広範囲のふるいアセンブリが当該技術分野おいて周知で
あり、採鉱業や採石業において鉱石のふるい／分離、又は格付けのために使用される。ふ
るいパネルと固定構造の両方についての様々なデザインと構造が当該技術分野において周
知となっている。
【０００３】
　鉱山物質は振動ふるいデッキ上を走行又は流れる。ふるいデッキは、支持フレームにま
とめて配置される多数のふるいパネルを含む。工業用振動ふるい用の様々なふるい面が利
用可能である。特定の業務のためのふるい面の選択は、必要な開口と作業内容とに大抵か
かっている。ふるい機の性能を高度に達するためには、以下の基準がとても重要である：
開口の大きさ及び形状、開口領域の割合、ふるい面の材料特性、及びふるい面の柔軟性。
【０００４】
　現在、採石業において広く用いられる鉱石ふるいデッキ用のふるいパネルシステムのふ
るい面は、質と生産性との両方の点から、以前のふるい布地と大きな金網ふるいフレーム
とに取って代わり、鋼、ゴム又はポリウレタンから通常製造される。単なる分級は、ふる
い面がどんな状態でふるいに固定されるかに基づいて行われる。ふるいパネルは、ふるい
プロセス自体の特質のせいで擦り切れやすく、定期的な時間間隔での交換を必要とする。
これはメンテナンスの観点において不利である。というのは、既存の従来の固定構造は、
取り外しとその後の交換とを必要とする個々の部品を大抵有するので、交換プロセスを困
難にさせ、労働集約的で、時間がかかるからである。
【０００５】
　前段落で述べたようなメンテナンス作業は、ふるい作業の妨害にもなる。このようなメ
ンテナンス作業は、ふるい機の生産能力の損失につながる。このような損失を最小限に留
める必要がある。
【０００６】
　したがって、ふるいパネルの交換プロセスが簡単で、人の介入を少なくし、また時間浪
費を減らして工場の中断時間を減らすために、採鉱業や採石業において鉱石用のふるいパ
ネルと併せて使用されうる適切な固定構造、又は固定システムを設計するという永続的な
需要がある。
【０００７】
　本発明は、前述の長年の要望を満たす。
　特許請求の範囲を含む明細書全体を通して、「ふるいパネル」、「ふるいデッキ」、「
アダプタバー」、「固定レール」、「オスインサート」、「メス溝部」、「固定手段」、
「ふるい装置」、「土台部分」、「支持部」、「締結機器」等の単語は、各用語の最も広
い意味で解釈され、また当業者にとって明らかであろう当該分野における他の用語によっ
て周知となっている類似の用語を含む。明細書中で参照される制限／限定は、もしあるな
ら、それは単なる一例であり、本発明を理解するためのものである。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の主な目的は、ふるいの取り外し及び交換作業が簡単で時間がからない方法で実
施できるように、とても簡単な構造及び作業形態を含むふるいパネル用の固定構造を提供
することである。
【０００９】
　本発明の更なる目的は、信頼性のある、経済的なふるいパネル用の固定構造を提供する
ことである。
　本発明の更なる目的は、改良固定構造を適用することによって互いに隣接するふるいパ
ネルを配置することで、ふるいデッキの平坦なベッドを提供することである。
【００１０】
　本発明の他の目的は、精密加工されることができ、また容易にメンテナンスされること
ができることから、ふるい機の質と生産性とを改良する固定手段を提供することにある。
　本発明のもう一つの目的は、ふるい作業への妨害が起こることをなく、ふるいパネルの
取り外し及び交換作業が行われることができるために各パネルが改良固定構造を有するよ
うにふるいデッキシステムに配置されるふるいパネルを提供することにある。
【００１１】
　前述の目的がどのように達成されるかということと、本発明の他の態様とは、単に例示
的で本発明の範囲を制限するものでない以下の説明から明らかになる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　したがって、本発明は、ふるいパネル用の固定構造は、両側に側端部／側面を有する少
なくとも一つのふるいパネルを備え、前記パネルはアダプタバーに固定されるように適合
され、前記バーはふるいデッキフレームに取り付けられるように適合され、前記バーは、
前記ふるいデッキフレームの上を水平に、かつ、一対の前記ふるいパネルの側端部領域の
間で延在し、前記アダプタバーは、その頂面に固定溝部の形状をなす少なくとも一つのメ
ス部を有し、前記溝部は、前記ふるいパネルの底部を固定的に受承してスナップフィット
するように、前記ふるいパネルの底部の外側輪郭に正確に一致する内側輪郭を有し、前記
アダプタバーは、適切な固定手段により前記ふるいデッキフレームの一部に固定されるふ
るいパネル用の固定構造を提供する。
【００１３】
　好ましくは、前記ふるいパネルの片側にある一側面は、オスインサートを構成し、当該
オスインサートの底部はオスインサート部であり、前記オスインサート部は、その両側に
対称的に配置される拡大湾曲部と、その上にあるネック部と、前記拡大湾曲部のすぐ下に
ある傾斜部と、平坦底部とで構成される輪郭を有する。
【００１４】
　さらに好ましくは、前記固定溝部の輪郭は、その両側面に対称的に配置される垂直ネッ
ク部と、当該ネック部のすぐ下にある湾曲面と、当該湾曲面のすぐ下にある傾斜面と、平
坦底部とを備える。
【００１５】
　もっとも好ましくは、前記底部は、前記傾斜部を有する台形の外面輪郭を有する。
　以下に説明される前記ふるいパネルは、互いに隣接する前記ふるいパネルを並べること
で平坦なベッドを形成するような固定構造の手段によって着脱可能にふるいデッキフレー
ムに固定される複数のふるいパネルがありうる。
【００１６】
　本発明の本質及び範囲は、本発明に制限をするものでない好ましい実施例の例示である
添付図面からより理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】本発明の好ましい実施形態に従う固定構造の斜視図。
【図２】図１に示される固定構造の土台部分の斜視図。
【図３】図１に示される固定構造のアダプタバーの上面斜視図。
【図４】図３で示されるアダプタバーの水平断面図。
【図５】図３に示されるアダプタバーの垂直断面図。
【図６】ふるいパネルの斜視図。
【図７】インサート部とネック面とを示すふるいパネルのふるい側面図。
【図８】ふるいパネルの底部の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　下記は本発明の例示の好ましい実施形態を説明し、単に本発明の作用を理解する目的の
ためであって、本発明の範囲を限定するものでない。
　本発明は、ふるいパネルを固定するために適合される改良スナップロックふるいパネル
を提供することを主な目的とし、特にスナップフィット固定システムによって、鉱石ふる
い機に固定されるスナップフィットタイプ固定構造と対応するふるいパネルとを提供する
ことを主な目的とする。
【００１９】
　ふるいパネル固定構造は、支持アングル部分を有する土台部分を備え、その支持アング
ル部分上には適切な固定媒体によってアダプタバーが固定される。代わりに、アダプタバ
ーは固定媒体によって、ふるいデッキの一部に直接固定されてもよい。アダプタバーはメ
ス溝部を有し、ふるいパネルは対応するオス部を有する。メス溝部は、メス溝部の内側に
スナップフィットするふるいパネルのオス部を確実に受承する。
【００２０】
　前段落で説明されたふるいパネルの基本的な構造的特徴とそれによってもたらされる利
点は、図面を参照して以下の説明で説明される。
　図面において、同じ参照番号は同じ特徴を表し、「上側」、「下側」、「頂部」、「底
部」等の表現は、使用中のふるいパネルの姿勢に関して解釈される。
【００２１】
　さらに、特許請求の範囲や明細書において「固定構造（fixing arrangement）」という
用語が使われるが、この用語は、「締結機器（fastening device）」、「固定装置（fixi
ng apparatus）」、「固定手段」等を含むと理解されるべきである。
【００２２】
　「スナップフィッティング」という用語は、手作業と機械的手段による圧入作業との両
方を含み、両者は本発明の範囲内にあることも明らかである。
　図１は、本発明の好ましい実施形態に従う固定構造（１０）を対応するふるいパネル１
１とともに表している。
【００２３】
　固定構造は、ふるいパネル１１で構成され、ふるいパネル（１１）は対応するアダプタ
バー（１）に固定され、そのアダプタバー（１）はふるいデッキフレーム（２）に固定さ
れる。好ましくは、ただし必須ではないが、ふるいデッキフレームは、ふるいデッキフレ
ームがふるいデッキの全長にわたって延びるように支持する細長いサブフレームアングル
梁部（２）を有する。各ふるいパネル（１１）は、対向端部／側面（４、７）を有する。
【００２４】
　使用時には、ふるいパネルアレイのアレイがふるいデッキフレームに固定及び支持され
ることで連続ふるいデッキを形成するが、図１には、理解の目的のみのために、一つのふ
るいパネル（１１）と、一つのアダプタバー（１）と、ふるいデッキを支持する一つのア
ングル梁部（２）とが示されている。それゆえ、複数のこのようなふるいパネル（１１）
と、複数のアダプタバー（１）と、ふるいデッキシステムを支持する複数のアングル梁部
（２）とがあり、このような構成が本発明の範囲内にあると理解されるべきである。
【００２５】
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　アダプタバー又は固定レール（１）は、適切な固定媒体（１７）を介してふるいデッキ
フレーム支持梁部（２）に取り付けられる。
　図１に示される好ましい実施形態において、レール（１）は、ボルト（１７）とナット
（１８）とを介してふるいデッキフレームの下支え梁部（２）に固定される。この目的の
ために、梁部（２）の頂面に穴（１６）が設けられており、またアダプタバー（１）の頂
面にボルト穴（１５）が設けられている。
【００２６】
　言うまでもないが、ふるいパネル（１１）はその頂面に開口（６）のアレイを有し、そ
れによりこの頂面はふるい面を形成する。アダプタバー（１）はその頂面（２１）（図３
に最もよく示されている）において、複数のボルト穴（１５）の間で伸びる細長い溝部（
５）を有する。ふるいパネルの底部は、オスインサート部として作用するインサート部（
３）（図２、７と８でよく示されている）を有する。このオスインサート部は、アダプタ
バー（１）のメスユニットとして作用する細長い溝部（５）にスナップフィットする。
【００２７】
　ふるいパネルの底部のオスユニット（３）（図２、７、８に最もよく示されている）、
アダプタバー（１）の頂面にあるメス溝部（５）、及びふるいパネルが固定されたアダプ
タバー（１）を強固に受承するアングル支持梁部（２）は全体で本発明のふるいパネル固
定構造を形成する。図１は、ふるいパネルの底部のオスユニットの一部である拡大湾曲部
（１２、１３）を示す。これらは、ふるいパネルの側面の一つを構成するオスインサート
（７）の底部に配置される。各ふるいパネル（１１）には複数の側面（７、４）があり、
図１に示した二つだけではない。
【００２８】
　ふるいパネル（１１）の底部でのオス部と、アダプタバー（１）の頂面でのメス溝部（
５）と、これらの機能のさらなる詳細とは、図３、５、７、８を参照して説明されるだろ
う。
【００２９】
　図２は、図１に示される固定構造の土台部分のより精巧な図面であり、図１を参照して
前述した構造上の態様を詳説する。ふるいパネル（１１）の側面のうちの一つ（７）の底
部にあるオスインサート部（３）も示す。
【００３０】
　図６は本発明に従う典型的なふるいパネルがどのような外観であるかを示す。本発明に
従う固定構造は、当該技術分野のあらゆるタイプのふるいパネルタイプに適用でき、図６
で図示したものだけに適用できるのではなく、つまり図６は単なる例示的なものであり、
本発明において重大なものではない。底部（３）を含む対向端部（４、７）を有する複数
のふるいパネル（１１）がふるいデッキ上で隣接して配置されると、ふるいデッキの平滑
なベッドを形成することが図２及び図６から明らかとなる。
【００３１】
　ふるいパネル（１１）は、ポリウレタン、ゴム等の材料製でありうるが、１つ以上の金
属／非金属の部品又は部材で内部補強されてもよい。しかし、これらの態様は本発明にお
いて重大なものではない。
【００３２】
　ここで、アダプタバー（１）の構成を図３、図４、図５を参照して説明する。
　図３は、頂面（２１）を有するアダプタバー（１）の上方視点図を示す。頂部（２１）
の真ん中に沿ってメス溝部（５）が伸びている。メス溝部（５）は、複数のボルト穴（１
５）の間で伸びている。図３はメス溝部（５）の内側輪郭に含まれる２つの湾曲部（１９
、２０）も示す。
【００３３】
　図４は、図３で示されるアダプタバー（１）の水平断面図である。ボルト穴（１５）の
内側の細部を示す。各ボルト穴（１５）は、内側円筒穴（２４）と外側段差円筒穴（２３
）とを有する。複数のこれらのボルト穴（１５）は、複数の細長い溝部（５）の中間にあ
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り、アダプタバー（１）又は固定レールをデッキサポートフレームのアングル梁部（２）
に固定するためのスペースを提供するとともに当該固定に役立つ（図１及び図２に最もよ
く図示されている）。図４はアダプタバー（１）のメス溝部（５）のネック部（２５、２
６）も示す。
【００３４】
　メス溝部（５）の緻密な構成は、図５でのアダプタバー１の垂直断面図に示されている
。図５は、アダプタバー（１）の底部（２２）とその側端部（２７、２８）も示す。
　図５から明らかなように、アダプタバー（１）又は固定レールのメス溝部（５）は主に
以下の幾何形状を有する、すなわち、底の平坦部（３６）、当該平坦底部（３６）の上方
において溝部（５）の両側に対称的に配置される斜面（３０、３２）、斜面（３０、３１
）のすぐ上方にある湾曲部（１９、２０）、及び湾曲部（１９、２０）の上方にあるトッ
プネック部（２５、２６）。
【００３５】
　ここで、ふるいパネル（１１）の底部の構成を図７、図８を参照して説明する。ふるい
パネル（１１）は、オスインサート（７）を構成する側端部（７）を含み、当該側端部（
７）の底部（３）は、当該ふるいパネルの側端部の一体的部分である拡大湾曲部（１２、
１３）を有する。これは図７から明らかであろう。図７は、ふるいパネル（１１）の側面
（７）の底部である台形輪郭のオスインサート部（３）も示し、オスインサート部（３）
のネック部（３２、３３）と傾斜部（３４、３５）も示す。
【００３６】
　ここで、オスインサート部（３）すなわち側端部（７）の底部の詳細な構成を図８を参
照しながら以下に説明する。オスインサート部（３）はふるいパネル（１１）の一体的部
分であることが図１、２、６、７から明らかであろう。具体的には、このオスインサート
部（３）は、ふるいパネル（１１）の側端部（７）の底部にあり、その底部（３）は、全
体で台形輪郭を有し、アダプタバー（１）のメス溝部（５）の輪郭に一致する。これは、
特に図５、８とこれらの図面の説明とを参照して明らかであろう。
【００３７】
　図８で明確に図示されるように、オスインサート部（３）は、平坦底部（３７）と、当
該平坦底部（３７）の上方において両側に対称的に配置される傾斜部（３４、３５）とか
らなり、傾斜部（３４、３５）の上方にある拡大湾曲部（１２、１３）がこれに続く。拡
大湾曲部（１２、１３）の上方にはネック部（３２、３３）がある。オスインサート部（
３）の輪郭は、メス溝部（５）の輪郭に一致しており（図５と上記の説明とで、よりよく
表されている）、ふるいパネル（１１）の側端部の底部のオスインサート部（３）がアダ
プタバー（１）のメス溝部（５）に容易に嵌合する。
【００３８】
　ここで、固定構造の詳細な機能を図２～８を参照して説明する。
　図２に戻ると、複数の固定部材（１）又はより一般的には固定レール又はアダプタバー
（１）は、ふるいデッキフレームの上に延在するとともに、隣接する一組のふるいパネル
（１１）の側端部領域の間で延在する。各アダプタバー又は固定レール（１）は、複数の
固定レール（１）が互いに平行で、かつ隣接するふるいパネル（１１）の間に位置するよ
うに、対応する支持梁部（２）に沿って延在する。複数のパネルは互いに隣接して配置さ
れ、当該複数のパネルの側端部（４、７）は、相互連結するジグザグ状又は階段状パター
ンを形成し、それにより複数のパネルの固定と保持を容易にし、側端部は隣接するパネル
（１１）の対応する対向溝部とかみ合う。隣接するパネルの頂面は面一であり、ふるいデ
ッキの平坦ベッドを形成する。
【００３９】
　アダプタバー（１）はふるいデッキを支持するアングル梁部（２）に固定されることが
特に図１と図２から明らかであろう。その目的のため、アダプタバー（１５）はボルト穴
（１５）を有し、アングル梁部は穴（１６）を有する。
【００４０】
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　ボルト穴（１５）は、垂直下方に延びる外側円筒部（２３）と、さらに段差第２円筒部
２４とで構成される（図４と図５に最もよく示される）。複数のこれらのボルト穴は、複
数の細長い溝部５の中間にあり、デッキサポートフレームにアダプタバー又は固定レール
を固定するためのスペースを提供するとともにその固定に役立つ。
【００４１】
　ボルト（１７）は、ボルト穴（１５）を貫通し、ふるいデッキフレームの固定穴も貫通
する。その後、ふるいデッキフレームを支持する梁部（２）にアダプタバー（１）をしっ
かり固定するためにナット（１８）が適用される。
【００４２】
　代わりに、アダプタバー（１）は、ふるいデッキフレームに直接固定されてもよく、こ
れも本発明の範囲内にある。
　デッキフレームを支持するアダプタバー（１）のボルト穴（１５）、ふるいデッキフレ
ームの又はデッキフレームを支持するアングル梁部（２）の穴（１６）、ボルト（１７）
、及びナット（１８）からなるシステムは、他の固定媒体に置換してもよく、これも本発
明の範囲内にある。
【００４３】
　ここで、メス溝部（５）がどのようにしてオスインサート部（３）に嵌合するかを図３
～５、７、８を参照して説明する。これらの図面で明確に示されるように、固定構造のメ
ス部（４）とオス部（３）との両方は、互いに一致する外側輪郭及び内側輪郭をそれぞれ
有しており、それにより、オス部（３）はメス部（５）に容易に嵌合する。
【００４４】
　アダプタバー又は固定レールは、メス溝部（５）を有しており、その頂面がふるいパネ
ル（１１）のふるい面の下方に配置されるような寸法に形成される。ふるいパネル（１１
）の底部（３）が、すなわち言い換えるとオスインサート部がメス溝部（５）に徐々に差
し込まれる時、ふるいパネル（１１）のオスインサート（３）のネック面（３２、３３）
は、メス溝部（５）の隣接するネック面（２５、２６）と一致する。
【００４５】
　ふるいパネル（１１）のオス部（３）の拡大湾曲部（１２、１３）がメス溝の湾曲部（
１９、２０）と一致し、それからオスインサート（３）の傾斜部（３４、３５）がメス溝
部（５）の対応する傾斜部（３０、３１）と一致し、最終的に、オス部（３）の平坦底部
（３７）がメス溝部の平坦底部（３６）に嵌合する。一つ以上のふるいパネル（１１）の
オス部（３）が差し込まれるメス溝部（５）のどこでもこの嵌合が起こる。
【００４６】
　この構造によりこうした完全な嵌合が簡単な方法で達成される。ふるいパネルの取り外
し及び交換は、ふるい作業への妨害を引き起こすこと無く、非熟練者でさえも容易に行わ
れうることをこの構造及び作業から理解されるべきである。したがって、ふるいデッキ（
２）又は支持部に対してアダプタバーを取り付けることは、ふるいパネルの取り外し及び
交換中において、ふるいデッキの妨害又は位置ずれをすることなく確実に行われる。
【００４７】
　圧入により一体的に固定されるときに、メス溝部（５）の内側傾斜面（３０、３１）は
ふるいパネルインサート傾斜部（３４、３５）に一致した状態になる。ボルト（１７）は
、内側円筒穴（２４）と外側段差円筒穴（２３）とを有するボルト穴（１５）に挿通され
、またふるいデッキフレームの固定穴（１６）にも挿通される。ボルト穴（１５）は、ボ
ルト（１７）及びリベット、ピン、突起構造状等の他の固定媒体を受承してレールをふる
いフレームデッキ（２）に固定するために、アダプタバー又は固定レールに組み込まれて
もよい。
【００４８】
　このようにふるいパネル（１１）の取り外し及び交換は、とても簡単になり、ふるい作
業への妨害とならず、したがって、擦り切れたふるいパネルの取り外し及び交換中に中断
なしでふるい作業を行うことができる。固定構造の構造は、当該作業が未熟でなければ熟
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業は、構造の簡単さから、きびきび行われうる。ふるいパネルは、手作業によってアダプ
タバーにスナップフィットされてもよく、又は何らかの機械的手段を適用してもよく、取
り外し作業においても同様である。さらにアダプタバー（１）は、ふるいデッキフレーム
に又はふるいデッキ用の支持部にしっかり取り付けられる。これは、ふるいデッキシステ
ムが取り外し及び交換作業中に妨害しないことを確実にする。
【００４９】
　本発明の固定構造を適用することによって、ふるいパネル、アダプタバー、及びふるい
デッキの一部は、全てほぼ同時に取り付けられてもよく、その順番で次から次に取り付け
られてもよく、代わりに、アダプタバー（１）がふるいデッキの一部に固定された後に一
つ以上のふるいパネルがそのアダプタバー（１）に取り付けられてもよい。もちろん、取
り外し及び交換作業中にふるいパネル（１１）のみが取り外され、新品のふるいパネルが
、ふるいデッキの一部にしっかり又は着脱可能に固定されるアダプタバー（１）にスナッ
プフィットされる。
【００５０】
　ふるい機における本発明の改良スナップフィットふるいパネルとその固定システムとは
、ふるいパネルの交換のための荷役時間を削減する。固定構造は簡単であり、経済的に製
造できる。さらに、スナップフィットタイプの固定構造と、当該スナップフィット固定シ
ステムによって固定される対応するふるいパネルとは、信頼性があり、ふるい面の平坦な
ベッドを提供し、障害のない作業を実現する。さらに、本発明の固定構造は、前述したよ
うにふるいパネルの取り外しに容易な方法を提供するとともに、機械の修理についても、
いっそう簡易になり、時間を減らし、かつ入念なモニタリングを容易にする。個々の固定
要素の干渉を全く要しない。本発明は、限定されない好ましい実施形態といくつかの図面
とを参照して説明され、本発明は、以上に説明されることと、添付した特許請求の範囲に
記載されることとの趣旨内の全ての可能性のある変更案を含む。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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